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平成 23年 12月 16日 

各      位 

 会 社 名 株 式会社ホリプロ  

 代表者名  代表取締役社長 堀義貴  

 （コード番号 9667 東証第一部） 

問合せ先  専務取締役 安永 和男 

 （TEL．03－3490－4601） 

 

『ホリプロ・ステージ・メンバーズ』（仮称）検討のお知らせ 

 

当社は、有限会社青春社（以下「青春社」といいます。）から、青春社が、当社の発行済普通株式を

取得することにより、当社株式を非公開化させ、当社の株主を青春社のみ又は青春社及び非応募残存

株主（堀威夫氏及び堀義貴氏を意味します。）のみとするための一連の取引（以下「本取引」といいま

す。）が終了した後、当社をご支援いただいている皆様に、引き続きご支援していただけるよう、特別

ファンクラブたる「ホリプロ・ステージ・メンバーズ」（仮称）の創設を検討しており、別添の参考資

料「ホリプロ・ステージ・メンバーズ（仮称）検討のお知らせ」を公表するよう依頼を受けましたの

で、お知らせいたします。 

なお、本取引の詳細につきましては、当社の本日付プレスリリース「ＭＢＯの実施及び応募の推奨

に関するお知らせ」をご参照ください。 

以 上 

○（参考資料）平成 23年 12 月 16 日付「ホリプロ・ステージ・メンバーズ（仮称）検討のお知らせ」 
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平成 23 年 12 月 16 日 

各 位 

会 社 名 有限会社青春社 

代表者名 代表取締役社長  堀 威夫 

 

ホリプロ・ステージ・メンバーズ（仮称）検討のお知らせ 

 

当社は、当社の本日付プレスリリース「株式会社ホリプロ株式に対する公開買付けの開始に関する

お知らせ」に記載のとおり、株式会社ホリプロ（以下「ホリプロ」といいます。）の普通株式を取得す

ることにより、ホリプロの株式を非公開化させ、ホリプロの株主を公開買付者のみ又は公開買付者及

び非応募残存株主（以下に定義されます。）のみとするための一連の取引（以下「本取引」といいます。）

の一環として、公開買付けを実施いたします。なお、「非応募残存株主」とは、ホリプロの創業者であ

り、かつ当社の代表取締役である堀威夫氏、及び、ホリプロの代表取締役であり、かつ当社の取締役

である堀義貴氏を意味します。 

当社は、ホリプロのファンの皆様をはじめとしたホリプロをご支援くださる皆様こそが、ホリプロ

のかけがえのない財産であるとの認識のもと、本取引が終了した後においても、引き続き皆様からの

温かいご支援を頂戴するため、特別ファンクラブである「ホリプロ・ステージ・メンバーズ」（仮称）

の創設を検討しており、現時点で想定しております「ホリプロ・ステージ・メンバーズ」（仮称）の内

容等は下記のとおりですので、お知らせいたします。 

なお、下記の内容は、あくまでも現時点までの検討において想定しているものであり、今後のホリ

プロを取り巻く経営環境の変化、ホリプロの業績の状況等によっては、その内容が大きく変わること

もあり得ます。また、現在検討している「ホリプロ・ステージ・メンバーズ」（仮称）の創設は、本取

引が完了することを条件とするものですので、本取引が何らかの理由により完了しなかった場合には

実施されることはありません。 

 

記 

 

 

１． 目的 

現在創設を検討している「ホリプロ・ステージ・メンバーズ」（仮称）は、ホリプロを応援してく

ださる皆様のうち、一定の条件を満たした方に任意にご入会いただき、ホリプロの顧客サービスの

一環として、ご入会いただいた方にホリプロが運営する公演その他のサービスの優待券（鑑賞券）

を発行し、顧客の皆様からホリプロに対するさらなるご支援・ご声援を引き続き頂戴し、ホリプロ

のサービスのより一層の向上と充実を図ることを目的としております。 

２． 対象者（資格要件） 

下記の要件を満たす方が入会資格を満たすものとします。 

① 一定期間内において、当社の公演チケットを複数回ご購入いただいた方 

② 一定期間内において、当社の株主優待として割引券の発行を受けられた方 

③ 一定期間、当社タレントのオフィシャル・ファンクラブに入会されている方 

具体的な期間及び回数につきましては今後検討してまいります。 
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３． サービスの内容 

会員の方で、所定の手続を行われた方は、年１回、次のサービスを受けることができる権利を取

得するものとします。 

① 当社の公演の優待券の受領 

② その他 

その他の特典につきましては、多くの皆様にご支援・ご声援をいただけるよう検討してまいりま

す。 

４． 入会手続き及び年会費等 

入会手続や年会費その他の事項は未定です。 

 

以 上 

 


